
 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子力規制委員会の人事案が、来週にも国会で採決されようとしています。しかし、「原子力ムラ」

だらけの人事に反対する声も強まってきています。８月２日には、民主党政策調査会の合同会議では

「反原発の立場の人が含まれていない」等の異論が出ました。８月１日には、脱原発弁護団全国連絡

会も人事の撤回を求める緊急要請を出しました。現在、人事案の白紙撤回を求めて、国会議員有志が

共同声明への連名を集めています。８月１日１８時現在、４５名の国会議員が連名しています。一人

でも多くの連名を集め、反対の声を広げましょう。「原子力ムラ」の人事案を白紙撤回させましょう。 
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グリーン・アクション info@greenaction-japan.org 

   京都市左京区田中関田町 22-75-103 TEL 075-701-7223 FAX 075-702-1952 

美浜・大飯・高浜原発に反対する大阪の会（美浜の会） mihama@jca.apc.org 

   大阪市北区西天満 4-3-3 星光ﾋﾞﾙ 3 階 TEL 06-6367-6580 FAX 06-6367-6581       

https://dl.dropbox.com/u/23151586/120731_jinji_giin_seimei_yobikake.pdf 

→http://seiji.yahoo.co.jp/giin/ 



2012 年 7 月  日

国会議員有志

「原子力規制委員会」の同意人事をめぐる共同声明（案）

原子力規制委員会の人事案が国会の同意にかけられることとなりました。

新しい原子力規制委員会の設置は、「１．利用と規制の分離、２．原子力安全規制に対する国民の

信頼を得る」の二つを大きな目的とし、その人選は「１．中立公正性 ２．透明性の確保を徹底す

る」とされています。

細野原発担当大臣は、国会答弁で、「原子力村そのものは、一度徹底的になきものにする」と述べ

ているように、原子力村の影響の排除は、原子力規制委員会設置法の提案趣旨でもあります。

強大な権限を持つ原子力規制委員会の人事は、すべての国民の関心事でもあります。

今回の人事案は、５人中３人は、明らかに「原子力村」の人間であり、現在までの原子力推進政策

に関与していた立場にあります。原子力規制委員会設置法第７条第３項の抵触する可能性がありま

すが、何よりも、前述の法の趣旨および国民の信頼にふさわしくありません。

原子力規制委員会人事の重要性、およびこのような大きな懸念があるのにも関わらず、この人事案

は民主・自民による圧倒的賛成多数で可決する見通しが高いとされています。

私たちは、個別の議員の信念として、原子力規制委員会の人事は下記に基づくべきものと考え、今

回の人事案の白紙撤回を求めます。

１． 上記の「１．利用と規制の分離、２．原子力安全規制に対する国民の信頼を得る」に忠実に

則ること。

２．過去の原子力推進行政およびその諮問機関の当事者は外すこと。

３．原子力関連事業者およびその経験者は外すこと

以 上

問い合わせ先：福島みずほ議員事務所 （参議院議員会館・内線５１１１１）

              国際環境ＮＧＯ FoE Japan tel: 03-6907-7217 fax: 03-6907-7219

                                       携帯：090-6142-1807

下記にご記入の上、ファックスにてご連絡ください。FAX. 03-6551-1111（福島みずほ議員事務所）

呼びかけ議員／賛同議員 に加わります。

議員名＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

衆議院・参議院    号室 内線（     ） 会派 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿


